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新型コロナウイルス感染症における臨時休校中の生活について 

  

 保護者の皆様におかれましては、日頃より本校の教育活動に対しご理解とご協力を頂きまして、誠にありがとうございま

す。  

  

 さて、全国で新型コロナウイルス感染拡大を防ぐための努力が続けられておりますが、国からの要請もあり本校におき

まして、当面 3月 2日（月）～3月 14日（土）まで休校とすることになりました。  

 長期間での家庭学習、家庭生活が続くことになりますので以下の点につきまして、留意頂きお子様が安全かつ有効的

な時間となりますようご指導のほどお願いいたします。 

 また、何か心配、不安な点がございましたら、学年・担任までご連絡いただきますようお願い申し上げます。 

  

1．臨時休校期間において、不要不急の外出は控えてください。 

 

2．日常的に石けんやアルコール消毒液などによる手洗いを行ってください。咳などの症状がある方は、咳エチケットを

行ってください。また、公共交通機関や人混みの多い場所を避けるなど、より一層注意してください。 

 

3．この間、学校より安全確認の連絡をさせて頂くことがあります。 

 

4．学習に関しては、休校期間も計画的に学習を行うようにしてください。 

  ※課題については、3/２にメール配信・本校HP上にて連絡します。 

 

５．原則、学校への登校は認めません。もし、登校の必要がある場合は学校へ必ず登校する旨の連絡をし、混雑を避け、

マスク着用など安全に十分配慮したうえで登校してください。 

 

６．生徒が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合や同居している家族が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、

感染の拡大を防止するための措置を講じる必要がありますので、速やかに，学校にご連絡ください。  

  

7．今後は状況を見極めながら判断してまいります。学校HPまたはさくら連絡網で最新情報をご確認ください。  

 

 

【大阪府相談窓口】 

・新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、府民の皆様からの健康相談に応えるため、令和 2年 1月 29日（水曜日）に

下記のとおり電話相談窓口を設置いたしました。 

   専用電話    ０６-６９４４-８１９７ 

   ファクシミリ   ０６-６９４４-７５７９      ※番号にお間違えの無いようご確認をお願いいたします。 

・相談受付時間 

  午前 9時から午後 6時まで （土曜・日曜・祝日も対応） 


